
教育委員会定例会日程 

 

令和元年（2019 年）５月 21 日 

 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定 

４ 協議事項 

学期制について                                      （資料１ 教育指導課） 

５ 報告事項 

（１）青少年の体験交流事業等について                     （資料２ 青少年課） 

６ 議事 

日程第１ 

 議案第 25 号 

小田原市図書館協議会委員の一部任命替えについて            （図書館） 

日程第２ 

議案第 26 号  

 市議会定例会提出議案（令和元年６月補正予算案）に同意することについて

【非公開】                              （教育部・文化部） 

日程第３ 

議案第 27 号  

  市議会定例会提出議案（小田原文学館条例の一部を改正する条例）に同意

することについて【非公開】                                 （図書館） 

日程第４ 

   議案第 28 号 

小田原市立小田原駅東口図書館及びおだぴよ子育て支援センター指定候補

者選定委員会委員の委嘱について【非公開】                    （図書館） 

７ 閉 会 



第６回　学期制検討に関する懇談会　名簿

番号 区分 所属 役職 氏  名 その他・備考

1 学識経験者 横浜国立大学教職大学院 教授 石塚　等

2 小学校長会代表 小田原市立山王小学校 校長 堀　賢一郎 兼調査部会（部会長）

3 中学校長会代表 小田原市立千代中学校 校長 桒畑　寿一朗

4 小学校教頭会代表 小田原市立新玉小学校 教頭 遠藤　清子

5 中学校教頭会代表 小田原市立白鴎中学校 教頭 初瀬川　孝夫

6 総括教諭代表 小田原市立久野小学校 総括教諭 八木　規孝 兼調査部会

7 総括教諭代表 小田原市立下中小学校 総括教諭 岩田　真由美 兼調査部会

8 総括教諭代表 小田原市立国府津中学校 総括教諭 中村　栄江 兼調査部会

9 総括教諭代表 小田原市立橘中学校 総括教諭 本多　忠幸 兼調査部会

10 教職員代表 小田原市立酒匂小学校 総括教諭 寺内　浩司 兼調査部会

11 教職員代表 小田原市立白山中学校 教諭 上村　勝治 兼調査部会

12 保護者代表 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 顧問 大木　富男

13 保護者代表 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 事務局 益田　麻衣子

保護者代表 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 参与 土谷　隆之 ※大木氏・益田氏ご欠席時の代理

14 小田原市教育委員会 教育部 部長 内田　里美

15 小田原市教育委員会 教育部 副部長 友部　誠人

16 小田原市教育委員会 教育総務課 課長 飯田　義一

17 小田原市教育委員会 学校安全課 課長 川口　博幸

18 小田原市教育委員会 教育指導課 課長 石井　美佐子

19 小田原市教育委員会 教育指導課 教職員担当課長 鈴木　一彦

番号 区分 所属 役職 氏  名 その他・備考

小田原市教育委員会 教育総務課 主査 酒井　譲 調査部会

小田原市教育委員会 学校安全課 主事 朝倉　未来* 調査部会

小田原市教育委員会 教育指導課 指導主事 片倉　孝裕 調査部会

小田原市教育委員会 教育指導課 指導主事 松澤　俊介 調査部会

小田原市教育委員会 教育指導課 指導主事 中山　晋 調査部会

*代理出席者出席

番号 区分 所属 役職 氏  名 その他・備考

1 小田原市教育委員会 教育指導課 指導・相談担当課長 高田　秀樹

2 小田原市教育委員会 教育指導課 指導主事 大須賀　剛

平成３１年３月５日現在

【学期制検討に関する懇談会】

【調査部会】

【事務局】



令和元年（2019年）５月 21日（火）  

 

学期制検討について ～教育委員会定例会における協議、議決に向けて～ 

 

 

１ 教育委員会５月定例会（令和元年５月 21日） 

（１）市ＰＴＡ連絡協議会代表及び校長会代表等との懇談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育委員からの依頼等について事務局からの報告・協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の予定 

（１）教育委員会６月定例会（令和元年６月 28日） 

① 教育委員からの依頼等について事務局からの報告・協議 

 ・ 他市の状況との比較 

 ・ 児童生徒の全国学力・学習状況調査結果の比較 

 ・ 児童生徒の全国体力運動能力・運動習慣等調査結果の比較 

 

② その他 

 

陳情について、「３学期制へ回帰すべき理由」として記載されたものと、その「理由」

に対する市教育委員会事務局の見解・検証 

児童生徒にとってよりよい学期制について 

配付資料 

 ・ 「学期制検討に関する懇談会」まとめ（本体 10ページ及び別添１～６） …配付済 

・ 「学期制検討に関する懇談会」構成員名簿 

・ 陳情（平成 28年 11月 14日）の分析に関する資料   …１（２）時に使用 

・ 平成 23年度教育委員会定例会において学期制を判断したときに係る資料 

資料１ 



1 

 

陳情（平成 28 年 11 月 14 日）の分析に関する資料 

 

 

【陳情趣旨】 

 

 前任市長の時代、小田原市立小学校及び中学校において、いわゆる「ゆとり教育」の弊害による全国的

な学力低下に対する対策として、授業時数の増加を期待し、先行実施校による試行を経て全市一斉に３

学期制から２学期制に移行しました。 

 ２学期制移行から 10 年以上経過しているところですが、意に反して期待したほど授業時数の増加は図

られていません。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

１ 先行実施校による試

行を経て 

平成 16・17 年度に２学期制につい

て先行実施による研究実践を図っ

た。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ１ 

２ ３学期制から２学期

制に移行しました 

平成 18 年度から全校で２学期制を

実施している。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ１ 

３ ２学期制から 10 年以

上経過しているとこ

ろです 

平成 31 年度（2019 年度）で 14 年

目となる。 

 

 

４ 意に反して期待した

ほど授業時数の増加

は図られていません 

通知表（票）回数が減り、通知表（票）

作業時間を確保する代わりに通常

の授業を設定し易くなったことで、

授業時数は確保しやすくなってい

る。 
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 授業時数については、３学期制であったときでさえ、学校行事との兼ね合いで学校ごとに差異があり

ました。学校間で年間 15 時数程度の差異があったわけですが、事情によって実際に計画通りに実施され

ていない場合もあり、授業時数の差異はそれほど問題となっていたわけではありませんでした。そうし

た状況は現在でも変わらないと考えます。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

５ 授業時数について

は、３学期制であっ

たときさえ、学校行

事との兼ね合いで学

校ごとに差異があり

ました 

左のとおり、差異があった。 教育課程の編成権は学校にある

ことから、余剰時間や学校行事・

委員会・クラブ活動等と特別活

動の時数設定が異なる。 

６ 学校間で年間 15 時

間程度の差異があっ

たわけです 

左のとおり、現在も学校間で差異

がある。 

学習指導要領の改訂に伴い標準

時数が増加している。 

７ 事情によって実際に

計画通りに実施され

ていない場合もあり 

台風による休校やインフルエン

ザによる学級閉鎖等により、計画

どおりに実施されない場合もあ

る。 

 

８ 授業時数の差異はそ

れほど問題となって

いたわけではありま

せん 

学校間で授業時数の差異があっ

たとしても、標準時間を上回って

いれば問題ない。 

 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ６ 

⇒『学期の区分についてはどち

らでもよい』 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ５ 

⇒『特に小学校では６月や 11 月

に集中して行っていた「通知

表を出すためのテスト」を、よ

り長い期間での評価計画によ

り、評価場面やテストを分散

したことで通常の授業や学校

行事の実施がし易い』 

９ そうした状況は現在

でも変わらない 

現在も学校間で差異がある。 「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ５ 

⇒「２学期制導入直後から現在

にかけて変わってきているこ

と」について、授業時数のこと

を含め様々な意見を交換し確

認したことをＰ５に掲載して

いる。 
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 しかし、２学期制移行にあたり、学期間の始業式や終業式などの行事を減らして授業時数を増やすと

していたのですが、現実にはそのようにはなっておりません。夏休み、冬休み、春休みという、大きな授

業中断期間に対する対応が大勢において従来通りの対応に終始していることが、制度の変更を生かすこ

とができない原因であると考えます。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

10 ２学期制移行にあた

り、学期間の始業式

や終業式などの行事

を減らして授業時数

を増やすとしていた

のですが、現実には

そのようにはなって

おりません 

学期間の始業式や終業式等の行

事が減ったので、授業時数を増や

すことができた。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ５ 

⇒始業式／終業式（修了式）につ

いて、小学校では、全小学校に

おいて、３学期制のときは年

間３回ずつ行ってきたが、２

学期制に伴い年間２回ずつに

変更している。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 別添５ 

⇒中学校では、学校により各１

～２回行っているが、各１回

の学校は、始業式／終業式の

代替で、委員会委嘱式や全校

講話等、特別活動や道徳等を

行っており、行事の時数は減

っている。 

11 夏休み、冬休み、春

休みと言う、大きな

授業中断期間に対す

る対応が大勢におい

て従来通りの対応に

終始している 

長期休業期間に際しては、学習の

連続性を意識し、長期休業前や長

期休業開始期間の教育相談の充

実を図っている。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ４ 

小学校…夏季休業前は全保護者

対象に実施 

中学校…教科担当による面談や

教科コメントの充実 

12 制度の変更を生かす

ことができない原因

である 

No.11 のとおり、制度の変更を生

かした対応をしている。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ５ 

⇒「２学期制導入直後から現在

にかけて変わってきているこ

と」について、授業時数のこと

を含め様々な意見を交換し確

認したことをＰ５に掲載して

いる。 
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 ３学期制の時は、大まかに言えば１・２学期でそれぞれ中間試験・期末試験があり、３学期で学年末試

験を経て年間計５回の試験が実施されていたのに、２学期制では、場合によっては、前期中間試験と期末

試験、後期中間試験と期末試験の４回になってしまい、試験１回ごとの負担が児童生徒に大きくなって

いることは重要問題です。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

13 ３学期制の時は、大

まかに言えば１・２

学期でそれぞれ中間

試験・期末試験があ

り、３学期で学年末

試験を経て年間計５

回の試験が実施され

ていた 

完全学校週５日制施行以前の３

学期制の際には、年間５回の定期

試験を実施していたことがあっ

た。 

なお、完全学校週５日制施行以降

は全中学校で年間４回（６月・９

月・11 月・２月）の定期試験を実

施している。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ６ 

⇒『法令では、公立学校における

学期の始めや終わりといった

区切りについては、学校の設

置者である教育委員会が定め

ることとされている』 

 

※平成 14 年度から完全学校週

５日制施行 

 

14 

 

２学期制では、場合

によっては、前期中

間試験と期末試験、

後期中間試験と期末

試験の４回になって

しまい 

学期制の変更に伴う定期試験の

回数の変更はない。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ５ 

15 試験１回ごとの負担

が児童生徒に大きく

なっている 

４回の定期試験から変わってい

ないので、負担は変わらない。 

 

 

 【参考】 

 学校週５日制 学期制 定期試験回数 

平成 13 年度(2001 年度)以前 ＊ ３ ５回 

平成 14 年度(2002 年度)～平成 17 年度 完全学校週５日制 ３ ４回 

平成 18 年度(2006 年度)～ 完全学校週５日制 ２ ４回 

＊ 1995 年度～2001 年度は、日曜・祝祭日に加えて、第２・第４土曜が休業日となった。 
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 試験回数が減れば、教職員の負担が減るかと言えば、そのようなことはありません。授業時数が従来と

変わらないのに、学習指導要領の改訂に合わせて、教科書の内容がかなり増加しており、十分に教示しき

れない状況で授業を続けていかざるをえないわけです。授業にあたっての事前準備も教職員の負担とな

っていることを理解すべきです。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

16 試験回数が減れば、

教職員の負担が減る

かと言えば、そのよ

うなことはありませ

ん 

試験回数が減れば、試験問題の作

成回数や時間が減るので、その分

の負担は減ることになる。 

 

17 授業時数が従来と変

わらないのに、学習

指導要領の改訂に合

わせて、教科書の内

容がかなり増加して

おり 

『授業時数が従来と変わらない』 

→ × 

『学習指導要領の改訂に合わせ

て、教科書の内容がかなり増加』 

→ ○ 

 

 

18 十分に教示しきれな

い状況で授業を続け

ていかざるをえない 

各学校では学習指導要領に記さ

れた指導事項について適正に指

導している。 

 

19 授業にあたっての事

前準備も教職員の負

担となっている 

左のとおり。  
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 この負担を克服するため児童生徒とその保護者がしていることは、民間教育機関の利用です。つまり、

資力のある保護者が自分の子弟を学習塾等に通学させることによって予習・復習をしているからこそ、

上級学校への受験にもできているという現実があります。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

20 この負担を克服する

ため児童生徒とその

保護者がしているこ

とは、民間教育機関

の利用です 

児童生徒と保護者が、塾等の民間

教育機関を利用している実情を

承知しているが、その目的・理由

は把握していない。 

 

21 資力のある保護者が

自分の子弟を学習塾

等に通学させること

によって予習・復習

をしている 

児童生徒と保護者が、塾等の民間

教育機関を利用している実情を

承知しているが、その目的・理由

は把握していない。 

 

22 

 

上級学校の受験にも

対応できているとい

う現実があり 

児童生徒と保護者が、必要に応じ

て塾等の民間教育機関を利用し

ている実情を承知しているが、学

校では進路指導を適切に実施し

ている。 
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一方、教育委員会として、こうした状況を少しでも是正しようとする試みがあるようですが、学期とい

う大枠を変更した弊害は、学期を元に戻すことによってでしか改善できません。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

23 教育委員会として、

こうした状況を少し

でも是正しようとす

る試みがある 

ご指摘の意図は分かりかねるが、

放課後の子どもの居場所として

学習支援や体験活動の場となる、

放課後子ども教室の設置や充実

に努めている。 

 

24 

 

学期という大枠を変

更した弊害は、学期

を元に戻すことによ

ってでしか改善でき

ません 

「大枠を変更した弊害は、学期を

元に戻すことによってでしか改

善できない」というのは、どのよ

うな状況を指し、何が改善される

のか分かりかねる。 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ６ 

⇒『２学期制に近い３学期制も

あれば、３学期制に近い２学

期制も存在するだろうから、

一般的な「２学期制のモデル」

と「３学期制のモデル」で比較

することは難しい』 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ10 

⇒「２学期制を継続する場合と

３学期制に戻す場合の各想定

スケジュール」において、様々

な意見を交換し確認したこと

をＰ10 に掲載している。 
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 平成 27 年４月１日、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正されたことにより、小田原

市でも総合教育会議が設置され、教育大綱が制定されています。 

 しかし、弊害を克服することのできない２学期制を維持し続ける限り、どのような方策を用いようと

しても教職員の負担を軽減し、児童生徒の学力向上を図ることは期待できません。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

25 平成 27 年４月 1

日、「地方教育行政

の組織及び運営に関

する法律」が改正さ

れた 

左のとおり。  

26 小田原市でも総合教

育会議が設置され、

教育大綱が制定され

ています 

左のとおり。  

27 弊害を克服すること

のできない２学期制 

「弊害を克服することのできな

い２学期制」というのは、何の弊

害をどのように克服することが

できないのか分かりかねる。 

 

「学期制検討に関する懇談会」

まとめ 本体Ｐ６ 

⇒『２学期制になってから、３学

期制の頃のよいところを必要

に応じて取り入れながら十数

年取り組んできた。児童生徒

にとってよりよい教育環境を

整えてきている。』 

28 どのような方策を用

いようとしても教職

員の負担を軽減し、

児童生徒の学力向上

を図ることは期待で

きません 

教職員の負担を軽減することや、

児童生徒の学力向上を図ること

は重要なことであると捉えてい

るが、学期の始めと終わりを規定

するといった学期制と「学力や体

力」とのつながりや相関は特に認

められないとも考えている。 
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小田原市立学校は３学期制に回帰し、当面月１回の土曜授業を再開し、土曜授業分の休暇を夏休みと

冬休みに振り替えるなど、学力向上とともに、教職員と児童生徒の健康管理にも生かすことのできる方

策を検討すべきです。 

 

No. 陳情内容 見解／事実確認 等 参考 

29 当面月１回の土曜授

業を再開し 

土曜授業分の休暇を

夏休みと冬休みに振

り替える 

「地域とともにある学校づくり」

が進み、教職員による勤務時間外

の地域行事等への参加が増えて

いることや、夜間や土日の児童生

徒指導や保護者対応もあり、これ

らの時間を児童生徒の長期休業

期間に振替えて運用している実

情がある。 

また、教職員は特に児童生徒の夏

季休業期間に、主として指導力向

上を図るため、国・県・市が主催

する様々な研修や会議等に出張・

参加している。 

年休取得も高くはなく、より一層

の年休取得を推進する必要があ

ることからも、土曜授業分の勤務

を児童生徒の長期休業期間に振

替えての取得を推進していくよ

うな運用は難しい。 

 

30 学力向上とともに、

教職員と児童生徒の

健康管理にも生かす

ことのできる方策を

検討すべき 

今後も引き続き、学力向上や教職

員と児童生徒の健康管理といっ

たことについて、教職員の指導力

向上や人的配置等、様々な対応に

努めていく。 
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青少年の体験交流事業等について 

 

１ 指導者養成研修事業 「おだわら自然楽校 （ＯＯＴＳ） 」 

青少年健全育成の担い手として継続的に活躍できる青少年指導者の発掘・育成・資質向上を

目的とした研修事業です。 

（１）期日・場所・内容 

期  日 場  所 研修プログラム 

平成 31年 

４月 13日(土) 

生涯学習センター 

けやき視聴覚室 
中高生向けのアイスブレイクを学ぼう 

令和元年 

５月 18日(土) 
城山公園 

一泊キャンプの「イ・ロ・ハ」を学ぼう 

～テントサイト設営編～ 

５月 19日(日) 城山公園 
一泊キャンプの「イ・ロ・ハ」を学ぼう 

～プログラム検討編～ 

６月 ８日(土) 
ＰＡＡ２１ 

ロープスコース 
ゲーム deグループビルド 

９月 28日(土) 足柄ふれあいの村 ネイチャープログラム 

11月 ２日(土) 小田原市いこいの森 森の自然観察会 

12月 ７日(土) 箱根旧街道 
歴史を体感するハイキング 

～子どもたちに伝えたい道～ 

令和２年 

２月 １日(土) 
市役所大会議室 

プロジェクトワイルドグローイング 

アップワイルド資格取得研修 

          

３月 20日(金) 

生涯学習センター 

けやき芸術工芸室 

雨天プログラム研修 

～木工作を子どもに教えよう～ 

（２）対象・人数 青少年育成、体験活動に携わるかた、また関心のある高校生以上のかた 

各回 30名（先着順） 研修ごとに募集 

（３）受講料   各プログラム 1,500円／人・回 

 

２ 青少年交流事業 「チャレンジ アンド トライ」 

各地区子ども会の代表児童（各地区男女１名ずつ、計 40 人）が集い、地域の子ども会活動

などでリーダーとして活躍できるよう、各種プログラムを体験します。 

（１）期日   ６月 30日（日） 

（２）場所   小田原アリーナ・サブアリーナ 

（３）内容   体験・交流プログラムほか 

（４）参加募集 小学６年生・40人（男 20人／女 20人） ※各地区の子ども会から選出 

（５）指導者  小田原市子ども会連絡協議会  

 

 

資料２    
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３ 地域少年リーダー養成講座 「きらめきロビンフッド」  

子どもたちが、新しい仲間と一緒になって自然体験やキャンプスキルを習得する中で、地域

で活躍できる“少年リーダー”としての自覚と行動力を身につけていくことをねらいとしてい

ます。講座は、２泊３日のキャンプ（宿泊研修）を中心とした全４回の年間講座です。 

（１）期日・場所・内容 

 期 日 場 所 内 容 

第１回 令和元年 

７月 20日（土） 

市役所 オリエンテーションほか 

第２回 
８月 17日（土） 

～19日（月）※２泊３日 
いこいの森 

キャンプ（野外炊事含む） 

自然体験ほか 

第３回 10月 26日（土） 市役所 記念誌づくりほか 

第４回 令和２年 

２月 29日（土） 

いこいの森 修了証書授与ほか 

（２）参加募集 小学５・６年生 定員 48人 

（３）指導者  小田原市青少年育成推進員協議会、シニア・リーダーズ・クラブ 

        ジュニア・リーダーズ・クラブ 

（４）参加費  4,000円 

 

４ 地域・世代を超えた体験学習 「あれこれ体験 in片浦」 

参加者である小学５・６年生が、学校や学年を超えたコミュニュケーションを図り、ま

た、世代の異なる大人（指導者）たちと交流をしながら、創造性や自立心、豊かな人間性

を育むことのできるよう、２泊３日の宿泊体験学習を実施します。 

なお、この事業は、指導者養成研修事業「おだわら自然楽校」受講生の実践の場として

の性格を併せもっています。 

（１）期日    ①第１回目 ７月 26日（金）～28日（日） ※２泊３日 

         ②第２回目 ８月 ３日（土）～ ５日（月） ※２泊３日 

＜同じ内容を異なる日程で２回実施します。＞ 

（２）場所    片浦小学校及び片浦地域 

（３）内容    仲間作り／野外炊事／キャンプファイヤー／体験型ウォークラリー 

食事（テーブルマナー、配膳実習）／夜の集い／ふりかえり（発表） 

施設清掃 ほか 

（４）参加募集 小学５・６年生 定員：第１回目 60人／第２回目 60人 計 120人 

（５）指導者  地域・世代を超えた体験学習実行委員会（おだわら自然楽校受講者） 

（６）参加費  9,000円 

 

上記事業のほか、地域世代を超えた体験学習事業として、将来の指導者の確保を目的とした、

ジュニア・リーダーズ・クラブやシニア・リーダーズ・クラブへの加入促進につながる事業を実施。 



議案第 25 号 

小田原市図書館協議会委員の一部任命替えについて 

小田原市図書館協議会委員の一部任命替えについて、議決を求める。 

 

令和元年５月 21 日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市図書館協議会委員任命替候補者（案） 

 

【候補者】 

選 出 区 分 社会教育の関係者 

氏   名 北河 文子 （きたがわ あやこ） 

住   所 小田原市小船 

生   年 昭和 38年 

備   考 小田原の図書館を考える会  

任 命 期 間 令和２年（2020年）９月 30日まで 

 

 

 

【前任者】 

選 出 区 分 社会教育の関係者 

氏   名 角田 真美 

 



任期　平成30年10月１日～令和２年９月30日

氏　名 役　職　名 選出区分 備　　考

石井
い し い

　智
とも

之
ゆき 小田原市学校図書館協議会会長

小田原市立矢作小学校長
学校教育の関係者

大塚
おおつか

　さとみ 小田原市学校図書ボランティア連絡会代表 学校教育の関係者

〇北河
きたがわ

　文子
あ や こ

小田原の図書館を考える会 社会教育の関係者

益田
ま す だ

　麻衣子
ま い こ 小田原市立白鷗中学校スクール

ボランティアコーディネーター
家庭教育の向上に資
する活動を行う者

野口
の ぐ ち

　武悟
たけのり

専修大学文学部教授 学識経験のある者

馬
ま

見
み

塚
づか

　昭久
あきひさ

小田原短期大学保育学科准教授 学識経験のある者

佐々木
さ さ き

　健
けん

市民公募 市民

池田
い け だ

　啓
け い

司
し

市民公募 市民

（敬称略）

　※ 〇印は新任委員候補

第33期　小田原市図書館協議会　委員名簿（案）



議案第 26 号 

市議会定例会提出議案（令和元年６月補正予算案）に同意することについて 

令和元年６月補正予算について市長から意見を求められたので、本教育委員会は、

原案に同意する。 

 

令和元年５月 21 日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 
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令和元年６月補正予算要求概要  

 

（歳 入）                                       （単位：千円） 

科 目 要求額 主 な 内 容 

(項) 国庫補助金 

 (目)教育費補助金 

19,191 社会資本整備総合交付金 

(項) 使用料 

 (目)教育使用料 

△23,173 公立幼稚園保育料 

(項) 雑入 

 (目)教育費雑入 

15,000 コミュニティ助成事業助成金 

(項)市債 

 (目)教育債 

16,500 社会教育債 

合 計 27,518 
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（歳 出）                                       （単位：千円） 

科 目 
要求額 主 な 内 容 

財 源 内 訳 

国県支出金 地方債 その他 一般財源 

(項)社会教育費 

 (目)文化財保護費 

史跡整備経費 

7,920 八幡山古郭・総構整備事業 

・小田原城天神山回遊路整備事

業 

実施設計委託 

3,283 3,900  737 

(項) 社会教育費 

  (目)生涯学習 

センター費 

地区公民館育成 

事業経費 

15,000 地区公民館育成支援事業 

・地区公民館建設費補助金 

 （穴部公民館） 

  15,000  

(項) 社会教育費 

  (目)図書館費 

文学館運営経費 

25,377 歴史的風致維持向上計画推進

事業 

・小田原文学館整備活用事業費 

小田原文学館管理棟改修 

工事 

同工事監理委託 

10,519 12,600  2,258 

(項) 社会教育費 

  (目)郷土文化館費 

郷土文化館運営 

経費 

13,002 

 

 

歴史的風致維持向上計画推進

事業 

・松永記念館整備活用事業費 

松永記念館庭園整備等実

施設計委託 

5,389 

 

  7,613 

 

合 計 61,299  19,191 16,500 15,000 10,608 

 



項目 現状 無償化後の扱い

保育料

・生活保護世帯は免
除のほか、世帯所得
（市町村民税額）や
ひとり親世帯等の状
況に応じた利用額
（月額0円～25,700
円）を徴収してい
る。
・月額10,100円以上
の利用額の場合、年
少から小３までの子
どもの第２子は半
額、第３子以降は免
除。

・無償化以後は、全ての利用者の保育料は０円とな
る。

延長保育料
(酒匂・下
中)

・月別の実績によ
り、日額200円を徴収
している。
・生活保護世帯は免
除。

・利用者中、保育の必要性がある者（２号認定の
者）は、月額1.13万円を上限に無償化となるため、
日額200円の場合、上限（1.13万円）を超えないの
で、本市の場合は、該当者は全額無償化となる。

・無償化以後は、保育の必要性がある２号認定の者
は、教育委員会が一旦延長保育料を徴収した後、後
日市長部局から相当額が償還払いされる。

給食費
(前羽・下
中)

・各園が月額3,900円
の実費を徴収してい
る。
・給食費としての免
除規定はなく、全て
の利用者から実費を
徴収している。

・無償化の実施にあたり、副食費について、保育所
と幼稚園とで扱いが異なるため、負担水準を合わせ
ることとした。
　　保育所：給食費中副食費が保育料に含まれる。
　　幼稚園：給食費中副食費が保育料に含まれな
い。
・下記の者は、給食費中副食費が無償化となる。
　①生活保護世帯
  ②里親
  ③市町村民税非課税世帯
　④ひとり親世帯
　⑤在宅障害児が居る世帯の一部の子
　⑥第３子以降

・無償化以後は、①～⑥の者は、各園が利用者から
主食費のみを徴収する。
・（参考：目安）主食費月800円　副食費月3,100円

R1.5.21教育委員会定例会資料
幼児教育無償化に係る公立幼稚園の影響
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小田原城天神山回遊路整備事業について 
 

清閑亭の敷地である「三の丸外郭清閑亭土塁」と、隣接する「三の丸外郭新堀土

塁」を結ぶことにより、通行者の利便を図り、本丸・二の丸（城址公園）から総構

までの史跡小田原城跡の回遊性を高めるため、市道２２０７に接する国際医療福祉

大学敷地及び県有地に回遊路を整備するものである。 

今年度は整備のために実施設計を行い、令和２年度に整備工事を行う。 

 

１ 事業年次スケジュール  

令和元年度 実施設計 

今後の予定 整備工事（令和２年度 実施予定） 

 

２ 補正予算内容 

小田原城天神山回遊路整備事業         

（内訳）小田原城天神山回遊路整備実施設計   

（財源）社会資本整備総合交付金        

地方債                

一般財源                

 

３ 回遊路用地 

 国際医療福祉大学及び県から貸借（10年以上の長期契約を予定） 

 

４ 位置図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 現状写真               ６ 整備後のイメージ（類似事例） 

 

三の丸外郭 
新堀土塁 

三の丸外郭 
清閑亭土塁 

L=81m 

国際医療福祉大学 

城内キャンパス 
 

清閑亭 



地区公民館建設費補助金（コミュニティ助成事業）について 
 

穴部公民館の老朽化に伴う建て替え工事の事業費に対し、一般財団法人自治総合センタ

ーの平成 31年度コミュニティ助成金を財源とし、当該公民館を管理する穴部自治会に補助

金を交付するものである。 

5 

 

１ 既存公民館の概要 

 （１）名 称 穴部公民館           （４）建築年 昭和 43年 

 （２）所在地 小田原市穴部 557番地      （５）床面積 233.28㎡ 

 （３）構 造 木造２階建 
 

２ 新築工事の概要 

 （１）構 造 木造平屋建   （３）工事予定期間 令和元年（2019年）８月～令和２年（2020年）１月 

 （２）床面積 219.44㎡     （４）工事費 50,336,000円 
 

３ 助成額 15,000,000円 

  対象事業費 46,376,000円（解体工事・外構工事を除く。）の５分の３以内。 

  上限 15,000,000円。 
 

４ 財源内訳 

   コミュニティ助成金    15,000,000円 

   穴部自治会一般会計    35,336,000円 

   合       計    50,336,000円 

 

 

 

 

 

穴部公民館（既存） 

新築予定地 
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小田原文学館整備活用事業について 
 

「小田原市歴史的風致維持向上計画」に基づく計画推進事業の一つとして、国登録有形

文化財及び歴史的風致形成建造物に指定されている小田原文学館の整備を進めており、

令和元年度は文学館管理棟の耐震補強と劣化部分の改修工事を行う。 

 

１ 整備年次スケジュール 

  平成 25年度    建物調査・測量調査他          

  平成 26年度     構造調査                

  平成 28年度    白秋童謡館改修工事実施設計        

平成 29年度     白秋童謡館改修工事               

    ～30年度    （耐震補強、劣化・屋根改修工事） 

平成 30年度    小田原文学館本館・管理棟改修工事実施設計 

案内板・説明板製作設置 

令和元年度    小田原文学館管理棟改修工事（耐震補強、劣化改修工事） 

 

今後の予定    小田原文学館本館劣化改修工事（令和２年度 実施予定） 

 

２ 補正予算内容 

小田原文学館整備活用事業費         

小田原文学館管理棟改修工事監理業務委託 

小田原文学館管理棟改修工事 

 

（財源内訳） 

 社会資本整備総合交付金          

 地方債                  

    一般財源                 

 

 

 

 

 

 

白秋童謡館 

小田原文学館本館 
管理棟 

小田原文学館管理棟 

改修工事 

小田原文学館・白秋童謡館位置図 
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松永記念館整備活用事業について 

 

「小田原市歴史的風致維持向上計画」に基づく計画推進事業の一つとして、老欅荘・

葉雨庵（登録有形文化財）等の歴史的建造物や松永耳庵が作庭した庭園（日本の歴史

公園 100選）等からなる松永記念館の改修・整備等を進めており、令和元年度は耳庵

ゆかりの茶室「無住庵」の松永記念館敷地内への移築復元工事及び庭園・駐車場整備

に向けた実施設計を実施する。 

 

１ 整備年次スケジュール 

平成 23年度   松永記念館整備基本プラン・改修基本設計作成 

平成 27年度   無住庵の無償譲渡及び移築に関する覚書締結 

平成 28年度   無住庵無償譲渡契約、所有権移転登記完了、 

歴史的風致形成建造物へ指定 

平成 29年度   無住庵現況調査、解体保管工事実施設計、復元基本設計 

平成 30年度   無住庵解体保管工事、同工事監理、部材調査・復元実施設計 

令和元年度    無住庵移築復元工事・同工事監理（当初予算） 

庭園整備等実施設計（６月補正予算） 

 

今後の予定    庭園等整備等工事（令和２年度 実施予定） 

 

２ 補正予算内容 

   松永記念館整備活用事業費                          

（内訳）松永記念館庭園整備等実施設計      

    （財源）社会資本整備総合交付金            

一般財源                            

  

   

松永記念館改修整備等位置図 

Ｎ 

庭園・駐車場 
松永記念館庭園整備等

実施設計 



議案第 27 号 

市議会定例会提出議案（小田原文学館条例の一部を改正する条例）に同意する

ことについて 

小田原文学館条例の一部を改正する条例について市長から意見を求められたので、

本教育委員会は、原案に同意する。 

 

令和元年５月 21 日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小田原文学館条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

  文学館の改修工事に伴い、部分休館等により施設の観覧が一部制限される期間が

生ずること等を踏まえ、観覧料の減額規定を追加するため改正する。 

［内  容］ 

  市長は、特に必要と認めるときは、観覧料を減額することができることとする。

（第４条関係） 

［適  用］ 

公布の日 



 

小田原文学館条例の一部を改正する条例 新旧対照条文 

 

○小田原文学館条例（平成６年小田原市条例第２２号）（抄） 

 

改  正  後 改  正  前 

（観覧料の減免） （観覧料の免除） 

第４条 市長は、特に必要と認めるときは、観

覧料を減額し、又は免除することができる。 

 

第４条 市長は、特に必要と認めるときは、観

覧料を免除することができる。 

 

 

参考 



議案第 28 号 

小田原市立小田原駅東口図書館及びおだぴよ子育て支援センター指定候補者

選定委員会委員の委嘱について 

小田原市立小田原駅東口図書館及びおだぴよ子育て支援センター指定候補者選定

委員会委員の委嘱について、議決を求める。 

 

令和元年５月 21 日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小田原市立小田原駅東口図書館及び 

おだぴよ子育て支援センター指定候補者選定委員会 委員候補者名簿(案) 

 

                                    （敬称略） 

規則上の区分 選出要件 氏名 職業等 

専門的知識を有

する者 

 

図書館についての知

識を有する者 
野口
の ぐ ち

 武
たけ

悟
のり

 
専修大学教授 

小田原市図書館協議会委員長ほか 

子育て支援について

の知識を有する者 
奥山
おくやま

 千鶴子
ち づ こ

 
認定 NPO法人びーのびーの理事長 

内閣府子ども・子育て会議委員ほか 

財務状況を審査でき

る者 
中谷
なかたに

 彰
しょう

吾
ご

 
東京地方税理士会小田原支部からの 

推薦者 

文化部の職員 文化部長 安藤
あんどう

 圭
けい

太
た

 文化部長 

子ども青少年部

の職員 
子ども青少年部長 北村

きたむら

 洋子
よ う こ

 子ども青少年部長 

教育委員会が必

要と認める者 

 

都市部長 石塚
いしづか

 省二
しょうじ

 都市部長 

次世代育成に寄与す

る者 
 池田

い け だ

 法
のり

枝
え

 緑地区主任児童委員、保育士 

利用者拡大とまちの

活性化に寄与する者 
丸田
ま る た

 茂
しげ

晴
はる

 小田原市商店街連合会会長 


